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 世田谷区では、身体障害者手帳（聴覚障害）の交付対象とならない中等度難聴児に

対して、言語の習得や生活能力、コミュニケーション能力等の向上を促進し、難聴児

の健全な発達を支援することを目的として、補聴器の購入費用の一部又は全部を助成

する事業を行っています。 

 

１ 対 象 者 

世田谷区にお住まいの１８歳未満の児童で、以下のすべてに該当する方 

  ①身体障害者手帳（聴覚障害）交付の対象となる聴力ではないこと 

  ②聴力レベルがおおむね３０デシベル以上であり、補聴器の装用により、言語の

習得など一定の効果が期待できると医師が判断するもの 

 

２ 助成内容 

 補聴器の購入費用（上限 144,900 円。２台の場合は上限 289,800 円）の一部

（原則９割）を助成します。ただし、対象者が生活保護法による被保護世帯又は区民

税非課税世帯に属する場合は、上限額全額を助成します。 

 

３ 助成個数 

 原則１個 

※ただし、医師が教育上、生活上等特に必要と認めた場合は両耳分として２個支給し

ます。 

 

４ お手続きの流れ 

（１）以下の①～③の書類を世田谷区 障害施策推進課に提出してください。 

【申請に必要な書類】 

   ① 申請書（区指定の様式） 

   ② 医師の意見書（区指定の様式） 

※作成できる医師（次のいずれか） 

・身体障害者福祉法第 15 条第 1 項に基づく指定医 

・指定自立支援医療機関（耳鼻咽喉科）の医師 

・利用者の主治医（耳鼻咽喉科医師） 

※意見書の作成費用は利用者の自己負担となります。 

   ③ 補聴器の販売事業者が作成した見積書 

 

（２）区が決定通知及び支給券を送付します。 
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（３）支給券に基づき補聴器を購入し、販売事業者に自己負担分を支払ってください。 

  ※決定通知及び支給券に記載のある販売事業者から購入してください。 

  ※支払時に領収書をもらい、支給券を販売事業者に渡してください。 

 

（４）支給券に基づき補聴器の販売事業者が、区へ公費部分を請求します。 

 

５ 注意事項 

（１）この事業は他の事業で補聴器の給付を受けられない方を対象としております。

両耳の聴力レベルが７０dB 以上であるなど、身体障害者手帳（聴力障害）の交

付対象である場合は、この事業で助成を受けることができません。その場合はお

住まいの地域の保健福祉課に身体障害者手帳の交付申請を行なってください。 

 

（２）意見書作成のための診断料及び意見書の作成費用は全額自己負担となります。 

 

６ 申請書提出・お問い合わせ先 

〒１５４－８５０４ 

世田谷区世田谷４－２１－２７    

障害福祉担当部 障害施策推進課 事業担当 

電話 ０３－５４３２－２４１３ 


